
 

加古川市介護保険の保険給付の制限に関する要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。） 

 第４章第６節に定める保険給付の制限等のうち第 66 条から第 69 条までに規定 

 する措置について、法、介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号。以下「施 

 行令」という。）及び介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号。以下 

 「法施行規則」という。）並びに行政手続法（平成５年法律第 88 号）に定める 

 もののほか、本市における具体的な運用に関する必要な事項を定めることによ 

 り、当該措置の公正かつ適正な執行を確保し、もって被保険者の権利の保護と 

 保険料の納付促進による被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。 

 

第１章 支払方法の変更 

 

 （支払方法変更の記載の基準及び手続） 

第２条 市長は、法第 66 条に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行 

 う。 

(1) 記載の対象とする滞納期間（滞納保険料について納期限から経過している 

 期間をいう。以下同じ。） 法施行規則第 99 条に規定する期間とする。 

(2) 被保険者証への記載の時期 原則として法施行規則第 101 条第１項に規定 

 する認定（以下単に「認定」という。）の結果を記載する際に行う。ただし、 

 前号に掲げる滞納期間を経過してから次の認定までの期間が６月間を越える 

 場合で、滞納被保険者への納付指導を続けてもなお次の認定までの間に前号 

 に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料が解消する見込みがないと認められ 

 る場合は、次の認定を待たずに被保険者証の提出を求めて記載を行うものと 

 する。 

２ 市長は、前項の規定により支払方法変更の記載を行おうとする場合は、対象 

 となる被保険者に対し、「介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）予告通知 

 書」（様式第１号）に弁明書（様式第２号）を添え、おおむね 10 日間の期間を 



 付して弁明の機会を付与するものとする。 

３ 弁明は、様式第２号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限まで 

 に行わなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めると 

 きは、被保険者に「介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）通知書」（様式 

 第３号）を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行う。 

 （災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準） 

第３条 法第 66 条第１項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害そ 

 の他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。 

(1) 施行令第 30 条第１号及び第２号並びに法施行規則第 100 条第１号及び第 

  ２号に規定する事情 加古川市介護保険条例（平成 12 年条例第２号。以下 

  「条例」という。）第 12 条第２項の規定に基づく保険料減免申請書、滞納者

の経過記録その他の公簿書類又は前条第３項に規定する弁明書 

 (2) 法施行規則第 100 条第３号及び第４号に規定する事情 生活保護台帳、各 

  種公費負担医療受給者台帳等の公簿書類又は前条第３項に規定する弁明書 

２ 前項第１号に掲げる事情に該当する場合とは、次の各号のいずれかに該当す

る場合とする。 

(1) 条例第 12 条第１項各号に規定する保険料の減免事由に係る適用基準を定

めた加古川市介護保険規則（平成 12 年規則第４号）第５条の規定に該当する

場合 

(2) 滞納保険料について、地方税法第 15 条の７第１項の規定に基づく滞納処

分の停止を決定した場合 

 （滞納保険料の完納による支払方法変更の終了） 

第４条 第２条の規定により支払方法変更の記載を受けた者が滞納保険料を完納 

 した場合は、「介護保険給付の支払方法変更措置終了申請書」（様式第４号）に 

 被保険者証を添えてすみやかに市長に申請を行うものとする。 

２ 市長は、前項に定める申請に基づき滞納保険料の完納の事実を確認したとき 

 は、「介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）終了承認（不承認）通知書」 

 （様式第５号）に支払方法変更の記載を消除した被保険者証を添えて被保険者 

 に通知する。 



 （特別の事情による支払方法変更の終了） 

第５条 第２条の規定により支払方法変更が行われた後に施行令第 31 条に規定 

 する事情が生じたため、支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、様 

 式第４号に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。 

２ 施行令第 31 条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。 

(1) 滞納額の著しい減少 次のいずれの要件をも満たすこと。 

  イ 第２条第１項第１号に規定する滞納期間を経過した滞納保険料がなく、 

   次の認定時においても当該措置の対象とならないことが確実に見込まれる 

   こと。 

  ロ 滞納保険料額が支払方法変更の記載時点の滞納保険料額の２分の１以下 

   となっていること。 

(2) 第３条第１項第１号に掲げる事情 同条第２項の規定を準用する。 

３ 市長は、第１項の申請に対する可否を決定したときは、様式第５号に支払方 

 法変更の記載を消除した被保険者証（承認の場合）又は記載を消除しない被保 

 険者証（不承認の場合）を添えて被保険者に通知する。 

 

第２章 保険給付の支払の一時差止 

 

 （保険給付の支払の一時差止の基準及び手続） 

第６条 市長は、法第 67 条に規定する保険給付の支払の一時差止（以下この章 

 において単に「差止」という。）を次の基準により行う。 

(1) 差止の対象とする滞納期間 法施行規則第 103 条に規定する期間とする。 

(2) 差止額 差止額が差止を行う時点の滞納保険料額以上となるまで原則とし 

  て保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部差止によれば差止額が 

  滞納額の２倍を超える場合は滞納額の２倍を限度として一部差止を行う。 

２ 前項の規定により差止を行う場合は、「介護保険給付費支払一時差止通知書」

（様式第６号）により被保険者に通知する。 

 （災害その他の特別の事情等による差止の終了） 

第７条 前条の規定により差止の措置を受けている者に法第 67 条第１項又は第 

 ２項に規定する災害その他の特別の事情が生じた場合は、第５条第１項に定め 



 る支払方法変更の終了手続を行うものとし、支払方法変更の記載の消除にあわ 

 せて差止措置を終了する。 

２ 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は差 

 止措置を終了する。 

３ 市長は、前２項の規定により差止措置を終了する場合は「介護保険給付の支 

 払の一時差止終了通知書」（様式第７号）により被保険者に通知し、差し止めて 

 いた保険給付費をすみやかに支払う。 

 

  第３章 保険給付からの滞納保険料の控除 

 

 （滞納保険料控除の基準） 

第８条 市長は、法第 67 条第３項に規定する保険給付費からの滞納保険料相当 

 額の控除を次の基準により行い、当該被保険者の滞納保険料に充当する。 

(1) 控除を行う場合 次のいずれかに該当するとき 

  イ 第６条の規定により差し止めた額が滞納保険料額以上となった後１月間 

   を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。 

  ロ 第６条の規定により差し止めた保険給付費の支給決定を行った日の属す 

   る年度の翌年度の５月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれると 

   き。 

  ハ 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収ができなくな 

   ると見込まれるとき。 

(2) 控除額 控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額 

(3) 充当順位 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者 

  の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。 

２ 市長は、前項の規定により差し止めた保険給付費から滞納保険料の控除をす 

 る場合は、「介護保険給付に係る滞納保険料控除通知書」（様式第８号）により 

 あらかじめ被保険者に通知する。この場合において、控除額を滞納保険料に充 

 当した結果、当該被保険者の滞納保険料が完納され、又は滞納額が著しく減少 

 することとなる場合は、被保険者証の提出を求めて被保険者証の支払方法変更 

 の記載を消除する。 



３ 市長は、第１項の規定により滞納保険料額を控除してなお保険給付費に残額 

 がある場合、当該残額をすみやかに被保険者に支払わなければならない。 

 

第４章 第２号被保険者に係る保険給付の差止 

 

 （第２号被保険者に係る保険給付差止の記載の手続） 

第９条 第２号被保険者から要介護認定等の申請があった場合は、市長は、「介護 

 保険要介護認定等申請受理通知書」（様式第９号）により当該被保険者の医療保 

 険者に通知して、介護保険給付の差止の要否を医療保険者に確認するものとす 

 る。ただし、当該被保険者の加入する医療保険が国民健康保険以外の場合にあ 

 っては、この通知を省略することができる。 

２ 前項の通知を受けた医療保険者は、当該医療保険者の医療保険料等の納付状 

 況を確認し、保険給付の差止が必要と認められる場合は、「介護保険給付の支払 

 一時差止依頼書」（様式第 10 号）により市長に保険給付の差止を依頼するもの 

 とする。 

３ 市長は、前項の依頼があった者について保険給付差止の記載を行おうとする 

 場合は、「介護保険給付の差止予告通知書」（様式第 11 号）に弁明書（様式第 

 12 号）を添え、10 日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。 

４ 弁明は、様式第 12 号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限ま 

 でに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情があ 

 る場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うこ 

 とができる。 

５ 市長は、前項の規定による弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めると 

 きは、被保険者に「介護保険給付の差止処分通知書」（様式第 13 号）を交付し 

 て被保険者証に給付差止の記載を行う。 

 （第２号被保険者に係る保険給付差止の記載等の基準） 

第 10 条 市長は、法第 68 条に規定する保険給付差止の記載を次の基準により行 

 うものとする。 

(1) 記載の対象とする滞納期間 医療保険者の定めるところによる。 

(2) 被保険者証への記載の時期 原則として認定結果の記載の際に行う。ただ 



  し、前条第２項の規定により医療保険者から差止依頼があったときから弁明 

  の機会の付与を経て保険給付差止の記載を行うことができることとなった時 

  点で、次の認定までの期間が６月間を越える場合で、滞納被保険者への納付 

  指導を続けてもなお認定までの間に未納医療保険料等が解消する見込みがな 

  いものとして医療保険者から依頼があったときは、次の認定を待たずに被保 

  険者証の提出を求めて記載を行うものとする。 

(3) 差止額 差止額が差止を行う時点の未納医療保険料額以上となるまで原 

  則として保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部差止によれば差 

  止額が滞納額の２倍を超える場合は滞納額の２倍を限度として一部差止を行 

  う。 

２ 前項の規定により差止を行う場合は、「介護保険給付費支払一時差止通知書」 

（様式第 14 号）により被保険者に通知する。 

 （災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準） 

第 11 条 法第 68 条第１項の規定により保険給付差止の適用を除外される災害そ 

 他の政令で定める特別の事情の確認方法及び審査基準については、第３条の規 

 定を準用する。この場合、同条第１項中「法第 66 条第１項」とあるのは「法 

 第 68 条第１項」と、「支払方法変更」とあるのは「保険給付差止」と、同項第 

 ２号中「第３号及び第４号」とあるのは「第３号」と、「生活保護台帳、各種公 

 費負担医療受給者台帳」とあるのは「生活保護台帳」とする。 

 （未納医療保険料等の完納等による保険給付差止の終了） 

第 12 条 第９条及び第 10 条の規定により保険給付差止が行われた被保険者が未 

 納医療保険料等を完納したとき、又は加入している医療保険が変わったとき、 

 若しくは第１号被保険者となったときは、「介護保険給付の差止措置終了申請 

 書」（様式第 15 号）に被保険者証を添えてすみやかに市長に申請を行うものと 

 する。 

２ 医療保険者は、前項の規定に該当する被保険者を把握したときは、「介護保険 

 給付の差止措置終了依頼書」（様式第 16 号）により、すみやかに市長に差止措 

 置の終了を依頼するものとする（第１号被保険者となった場合を除く。）。 

３ 市長は、前２項に定める申請等に基づき介護保険給付の差止措置が終了とな 

 る事実を確認したときは、「介護保険給付の差止措置終了承認（不承認）通知書」 



 （様式第 17 号）に保険給付差止の記載を消除した被保険者証を添えて被保険 

 者に通知する。 

 （特別の事情による保険給付差止の終了） 

第 13 条 第９条及び第 10 条の規定により保険給付差止が行われた後に施行令第 

 32 条に規定する事情が生じたため、保険給付差止の記載の消除を受けようとす 

 る者は、様式第 15 号に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなけれ 

 ばならない。 

２ 施行令第 32 条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。 

(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。 

(2) 第３条第１項第１号に掲げる事情 同条第２項の規定を準用する。 

３ 医療保険者は、前項第１号に掲げる事由により保険給付差止を終了すること 

 が適当と認められる被保険者がある場合は、様式第 16 号により、すみやかに 

 市長に差止措置の終了を依頼するものとする。 

４ 市長は、第１項の申請に対する可否を決定した場合は、様式第 17 号に保険 

 給付差止の記載を消除した被保険者証（承認の場合）又は記載を消除しない被 

 保険者証（不承認の場合）を添えて被保険者に通知する。 

 （保険給付の差止が終了した場合の支払） 

第 14 条 市長は、前２条の規定により保険給付の差止を終了した場合において、 

 差し止めた保険給付額があるときは、被保険者に対し「介護保険給付の支払の 

 一時差止終了通知書」（様式第 18 号）により通知して、すみやかに当該被保険 

 者に差し止めていた保険給付費を支払うものとする。 

 

第５章 給付額減額の記載 

 

 （給付額減額処分の通知） 

第 15 条 市長は、法第 69 条第１項の規定により給付額減額等の記載を行う場合 

 には、「介護保険給付額減額通知書」（様式第 19 号）により被保険者に通知す 

 る。 

 （災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準） 

第 16 条 法第 69 条第１項の規定により給付額減額等の適用を除外される災害そ 



 の他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。 

(1) 施行令第 35 条第１号及び第２号並びに法施行規則第 113 条第１号及び第 

  ２号に規定する事情 条例第 12 条第２項の規定に基づく保険料減免申請書 

  その他の公簿書類 

 (2) 法施行規則第 113 条第３号及び第４号に規定する事情 生活保護実施機

関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等

の公簿書類 

２ 前項第１号に掲げる事情に該当するか否かの審査基準は、第３条第２項に定 

 めるところによる。 

 （特別の事情による給付額減額等の終了） 

第 17条 法第 69条第１項の規定により給付額減額等が行われた後に施行令第 35

条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする

者は、「介護保険給付額減額措置終了申請書」（様式第 20 号）に証拠書類及び被

保険者証を添えて市長に申請しなければならない。 

２ 施行令第 35 条に規定する事情のうち前条第１項第１号に掲げる事情の審査 

 基準は、第３条第２項に定めるところによる。 

３ 市長は、第１項の申請に対する可否を決定した場合は、「介護保険給付額減額 

 措置終了承認（不承認）通知書」（様式第 21 号）に給付額減額等の記載を消除 

 した被保険者証（承認の場合）又は記載を消除しない被保険者証（不承認の場 

 合）を添えて被保険者に通知する。 

 （雑則） 

第 18 条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成 13 年 11 月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年２月 22 日から施行する。 

（経過措置） 



２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により提出されてい

る申請書は、この要領による改正後の様式により提出された申請書とみなす。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式（次項において「旧

様式」という。）により提出されている申請書は、この要領による改正後の様式

により提出された申請書とみなす。 

３ この要領の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 


